
第 1重 建築基準法令・建築関連施策の動向

① 建築物・市街地の安全性の確保
。糸魚川市大規模火災 (H28.12)や 埼玉県三芳町倉14i火 災 (H29.2)な どの大規模火災に

よる甚大な被害の発生を踏まえ、建築物の適切な維持保全 。改修等により、建築物の安全

性の確保を図ることや、密集市街地の解消を進めることが課題。

図表 1… 2… 1 既存建築ストックの活用イメージ

② 既存建築ストックの活用

・空き家の総数は、この 20年で 1.8倍に増加

しており、用途変更等による利活用が極め

て重要。

・一方で、その活用に当たつては、建築基準

法に適合させるために、大規模な工事が必

要となる場合があることが課題。

③ 木造建築を巡る多様な二―ズヘの対応

。必要な性能を有する木造建築物の整備の円

滑化を通じて、木造に対する多様な消費者

ニーズヘの対応、地域資源を活用 した地域

振興を図ることが必要。

図表 1‥ 2中2 木材活用ニーズヘの対応

■建築物 0市街地の安全性の確保 【施行日 :平成 30年 6月 27日 より 1年以内】

維持保全計画に基づ く適切な維持保全の促進等により、建築物の更なる安全性の確保をⅨIる

とともに、防火改修・建替え等を通じた市街地の安全性の確保を実現。

・維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大 (大規模倉庫等を想定 )。

。既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言の創設。

。防火地域 。準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を 10%緩和。
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「建築基準法の一部を改正する法律」の概要 (平成30年法律第67号)

【公布日:平成30年 6月 27日 】
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■戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化 【施行日 :平成 30年 6月 27日

より 1年以内】

空き家等を福祉施設 。商業施設等に用途変更する際に、大規模な改修工事を不要とするとと

もに、手続を合理化し、既存建築ストックの利活用を促進。

・戸建住宅等 (延べ面積 200ぶ未満かつ階数 3以下)を福祉施設等とする場合に、在館者が

迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。

・用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し (不要の規模上限を100ゴから200

ぶに見直し)。

■大規模な建築物等に係る制限の合理化 【施行日 :平成 30年 6月 27日より1年以内】

既存建築ストックの多様な形での利活用を促進。

・既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的・計画的に現行基準に適合させていくこ

とを可能とする仕組みを導入。

・新たに整備される仮設建築物と同様、既存建築物を一時的に特定の用途とする場合も制限

を緩和。

■木造建築物等に係る制限の合理化 【施行日 :平成 30年 6月 27日 より 1年以内】

中層木造共同住宅など木造建築物の整備を推進するとともに、防火改修・建替え等を促進。
。耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直し (高 さ 13m。 軒高 9m超→高さ 16m超・

階数4以上)。

・上記の規制を受ける場合についても、本材のあらわし等の耐火構造以外の構造を可能とす

るよう基準を見直し。

・防火地域・準防火地域内において高い延焼防止性能が求められる建築物についても、内部

の壁・柱等において更なる本材利用が可能となるよう基準を見直し。

<その他>
①老人ホーム等の共用の廊下や階段について、共同住宅と同様に、容積率の算定基礎となる床

面積から除外

②興行場等の仮設建築物の存続期間 (現行 1年)の延長等

③用途制限等に係る特例許可手続の簡素化 等

【①、②は平成 30年 9月 25日 施行。③は平成 30年 6月 27日 より1年以内施行/平成 30年

9月 25日 施行】
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平 成 ３ ０ 年 ９ 月 ７ 日 

住 宅 局 建 築 指 導 課 

市 街 地 建 築 課 

 

改正建築基準法の一部が、9 月 25 日から施行されます 

１．改正の概要（※今回一部施行されるもの） 

（１）木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止 

外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲を見直す。 

（２）接道規制の適用除外に係る手続の合理化 

一定の基準（※）に適合する建築物について、建築審査会の同意を不要とする。 

※基準については、改正法の施行に併せて改正を行う建築基準法施行規則に規定。 

（３）接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大 

袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、条例により、共同住宅と同

様に接道規制を付加することを可能とする。 

（４）容積率規制の合理化（老人ホーム等の共用の廊下等） 

老人ホーム等について、共同住宅と同様に、共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定

対象外とする。 

（５）日影規制の適用除外に係る手続の合理化 

日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物について、一定の位置及び規模の範

囲（※）内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とする。 

※位置及び規模の範囲については、関係政令の整備等に関する政令に規定。 

（６）仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例 

仮設建築物のうち、オリンピックのプレ大会や準備等に必要な施設等、特に必要がある

ものについて、建築審査会の同意を得て、1年を超える存続期間の設定を可能とする。 

（７）その他所要の改正 

今般の政令改正とあわせて行った、宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外と

する改正の概要については、９月７日プレスリリース「オフィス・商業施設などに

も宅配ボックスを設置しやすく！」をご参照ください。 

２．スケジュール 

公布：平成 30 年９月１２日（水）／施行：平成 30 年９月２５日（火） 

 
（問い合わせ先） 国土交通省 代表番号 03-5253-8111 

（１）、（６）について 

住宅局建築指導課   高木(内線 39515) 直通 03-5253-8513 ＦＡＸ 03-5253-1630 

上記以外について 

住宅局市街地建築課 松野(内線39602)、石井(内線39633) 直通 03-5253-8515 

                    ＦＡＸ03-5253-1631 

本年 6 月 27 日に公布された建築基準法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第

67 号）の施行に関し、一部の施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する

政令が、本日、閣議決定されました。 
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第 ¬章 建築基準法令 。建築関連施策の動向

■最近の大規模火災を巡る状況

。新潟県糸魚川市における市街地火災 (H28.12)や、埼玉県三芳町における大規模倉庫火

災 (H29.2)に 対応する防火関連規制の見直しの必要性

防火関連の技術開発を巡る状況

。建築物における防火についての技術的知見※の蓄積を踏まえた、性能規定化による規争1

の合理化の推進

※国土技術政策総合研究所による総合技術開発プロジェクト (H28～ H32)

防火関連規制の見直し

。密集市街地等における安全性の確保

・既存ス トックの用途変更による活用

。木材利用の推進

その他の見直し

。社会的要請等に対応した規制の合理化

図表 1‐ 2‐3

111■ ||■ ||||111■ 111 1イ■1■ ■|II■■1
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『建築基準法の一部を改正する法律Jの改正内容
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<改正内容>

■
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1黎

(1)3階建の場合、壁・柱等

を耐火構造とする改修

(石 膏ボードを張るなど
の大規模な改修)を実施

(2)非常用照明の設置など

図表 1-2-6 グループホームヘの改修事例

tfil:l U-azh-Aaaj'
改修事例

耐火構造とする

改修は不要

図表 1…2-5 空き家の推移

1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年

【出典】住宅・11地統計調査 (総務省)
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(2)非常用照明の設置など(左と同様)・ 3・

`

→就寝中の火災時の逃げ遅れに配慮
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空き家となつている持家(その他の

住宅)は、戸建住宅が大部分

:そ の他の住宅

E賃費用又は売却用の住宅

,二次的住宅

11111‐  吟ド1熙導【i菫

3階建の戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化 (第 27条関係)

【施行日:平成30年 6月 27日 より1年以内】

→高齢者等の避難時間に配慮し、避難経路と
なる階段を煙から守るための措置 (スプリンク

ラー又は扉の設置)を実施

→避難経路の安全確保
主要な間仕切壁等による延焼防止
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戸建住宅等の小規模建築物を対象とした防火規制の合理化

<課題>
3階建以 卜の旅館や物販店舗等には、火災時の

在館者の避難安全性を確保するため、「耐火構造」

が義務づけられている。

木造で「耐火構造」を実現する場合は相当の厚

さの防火被覆が必要 となるため、 3階建の戸建住

宅を転用 しようとする場合、実質的には建替えに

近い負担が生じる。

第 1章 建築基準法令・建築関連施策の動向

図表 1-2‐7 Jヽ規模建築物の防火規制

第27条関係

<改正内容>
小規模な建築物の場合、火災初期の性

状は用途による差が/jヽ さい。

従つて、 3階建についても、就寝用途

について一定の措置を講じれば、小規模

なものは迅速に避難が完了することから、

耐火構造等としなくても良いこととする。

図表 1-2‐8 可燃物密度による発熱速度

く見込まれる効果>
小規模な戸建住宅 (3階建 。200ゴ未満)を旅館 。物販店舗等に転用する場合、柱 。はりな

どの防火改修が不要となる。
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<政令・告示見込事項>

(1)避難覚知が遅れる可能性があることか ら、

警報設備を各居室等に設置。 第27条

(2)自 力避難困難者がもつぱら利用する用途 (グ

ループホーム等)の場合、さらに、階段の安

全確保措置 (階段等の移動空間と居室との区

画又は各居室等へのスプリンクラーの設置な

ど)を確保。 第36条

※警報設備や階段等について、確実な作動等を確

保するため、適正な維持管理が必要。

図表 1… 2‐9 就寝用途を3階に設ける場合の措置

階段の安全措置

(区画した場合)
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戸建住宅から他用途への転用の際の手続き不要の対象を拡大

【施行日 :平成 30年 6月 27日より1年以内】 第6条関係

<改正内容>

||| |||‐ ‐| ‐

100M以下の他用途への転用は、建築確認手

続き不要 ※基準への適合は必要

|||||||■ |‐ ■ ■

200扇 以下の他用途への転用は、建築確認手

続き不要 ※基準への適合は必要

1葛語政上二

織1額

驀
鰤 俸

― … … …
機 籟

… 約 9艤
姜

～
棒 鶉 饗

… … ― …
賀

図表 1…21 戸建住宅ストック (約 2,800万戸)の面積分布

参考 建築確認を要しない特殊建築物の範囲の拡大 第6条関係

現状建築確認の対象となる建築物

別表第 ^い )ヽ欄 に掲げる用途に供する特殊建築物のうち建築確認を要するものを、当該用

途に供する部分の床面積の合計が 200ゴ超のものに改める。

(法第 87条第 1項の規定により、用途を変更して法別表第 ^(い )欄に掲げる特殊建築物 と

する場合に建築確認を要する範囲も、200ゴ超となる)

図表 1‐ 2‐ 10 建築確認を要しない特殊建築物の範囲

用途変更の概要 (法第 87条 )

建築物の用途を変更して、100111iを超える特殊建築物とする場合は、建築確認及び「
「

事完了

の届出が必要。

用途変更の際には、用途変更後の用途に適用される規定に適合させることが必要。

既存不適格建築物の用途変更に際し、類似用途への用途変更を除き、防火避難関係規定に関

し現行基準へ通合 (遡及適用)さ せることが必要。

法別表第一 (い )欄に掲げる特殊建築物 床面積が 100消

を超えるもの

用途変更

建築 (新築・増築・改築・移転 )

大規模の修繕

大規模の模様替

3以上の階数を有するもの又は延べ面積が 500面、

高さが 13m若 しくは軒高9mを超えるもの
建築 (新築・増築 。改築・移転)

大規模の修繕

大規模の模様替
2以上の階数を有 し、又は延べ面積が 200Mを 超

えるもの

前 3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準

都市計画区域等内

又は都道府県知事が指定する区域内における建築物

建築 (新築・増築・改築・移転)
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既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言

【施行日 :平成 30年 6月 27日より1年以内】 新第9条の4関係

く改正内容>
地方公共団体による既存不適格建築物

来に係る指導・助言の仕組みの導入

||||‐ ||‐

|

地方公共団体は、既存不適格建築物の所有者

等に対して、保安上必要な措置等をとること

の勧告・命令が可能

保安上危険な建築物等

に対する措置

掏        ‐・・

既存不適格建築物の所有者等に対 して、予防

的な観点から、建築物の適切な維持保全を促

すため、指導・助言の仕組みを追加

保安上危険な建築物等

に対する措置

※既存不適格建築物■建築時以後の基準の強化により、現行基準に適合しなくなっ.た1既存建築物

参考 既存不適格建築物における扱い

瀑訂藤炒炒飩趙薦

新たな基準の施行時 (都市計画変更等による新たな規定の適用を含む。)に既に存在する建

築物は、新たに施行された基準のうち適合 していない基準の適用を除外 し、原則 として、増改

築等や用途変更を実施する機会に当該基準に適合させ ることとしている

※新築時に基準に適合しないものは、違反建築物であり、是正命令の対象となる。

新たな基準の篤行により、既存建築物に不適合が生懸ても当該基準の機鵞奄除外

(r既存不適格建築物」として檸甕爾畿)

※改正前の従前の基準に適合していなかったものは違反建築物として取り扱われる

ヽ

、

‐

′

ノ

／

′

‐

ｌ

＼

核

(誓

翼″
勒

F履繕1)
核

(新

た
頸 」IF用

後、
)

引き続き適薦除鱚
基準 |こ 適禽さ慧る置とが

彊
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第 1章 建築基準法令 。建築関連施策の動向

維持保全計画※の作成が必要となる建築物等の範囲

【施行日 :平成30年 6月 27日 より1年以内】 第8条関係

<改正内容>
維持保全計画

※の作成が必要となる建築物等の範囲を拡大

※日常的に適切な維持管理をするための計画

・  多数の者が利用する施設

.(例 :劇場、ホテル、店舗等)

‐ | |‐

改正前に加え、

大規模倉庫、工場などに対象を拡大

改正前の対象 改正後の対象

参考  大規模倉庫における防火対策

大規模な倉庫においては、可燃物量が大 きいこと等か ら、防火シャッターが適切に閉鎖 しな

かつた場合、初期消火が困難 とな り、火災の範囲が拡大するおそれがあるため、「埼玉県二芳

町倉庫火災を踏 まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会」の提言を踏まえ、改正

内容に加え以下のハー ド面での対応を行つている。

告示改正H30.3.27公 布 H31.4.1施行

50,000ざ以上の倉庫に設けるアナログ式感知器※については、電線の一部のショートによっ

て広範囲の防火シャッターが作動しなくなることを防く
｀
ため、次の①又は②のいずれかの措置

を講じる。

※アナログ式感知器以外の一般感知器は、ショー トによって広範囲に影響を及ぼすことがないため、規制対象外。

/1》議顆魃
′  多数の者が

襲  利用する施設

ヽ (例 :劇場、ホテル、店舗等)

多数の者が

利用する施設

(例 :劇場、ホテル、店舗等)

① 断路器の設置

ショートした部分を電気的に切り離し、系統全

体の機能が喪失することを防止する (3,000ぶ 以

内ごとに電気的な区画を形成)。

絡 ll設 撥

② 電線の端子部分の耐熱性の強化

加熱によるショートのおそれがある感知器の端

子部分に、耐火テープを巻いて耐熱性を強化する。

コ置壺藪壺́」 こ|'轟最
:

※スプリンクラー設備を設置した場合は、

ー 碑 ■ 」

L記 (I‐
lo②の措置は不要。

口出ボックス

天丼材(ALC振 :

つ
し
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第 1章 建築基準法令 。建築関連施策の動向

<現状 >中層建築物における木材利用の推進

。中層建築物の壁・柱等について、すべて耐火構造とすることが必要

・木造の場合、石膏ボード等の防火被覆で耐火構造を実現

。木造であることが分かりにくく、本の良さが実感できないとの指摘

構造部材を rぁ らわしJと している

高知県森連会館

(2階建の事務所※)

※現行基準で、 2階建は耐火構造は不要

木造建築物等の耐火性能に係る制限の合理化

【施行日:平成30年 6月 27日より1年以内】 1)、 2):第 21条関係

く改正内容>
1)中層建築物※において構造部材である木材をそのまま見せる「あらわし」の実現

※改正法では、高さ 16m超又は 4階建て以 L

|   ||
すべての壁・柱等が耐火構造

石膏ボー ド等で

防火被覆 した木造の壁

瘍 ‐‐‐    ‐‐‐‐‐‐|‐ ||

高さ 13m以下かつ軒高 9m以下

■‐ ||‐  ■■■■|
建築物全体の性能を総合的に評価することにより、

耐火構造以外を可能に 第 21条

○通常より厚い木材による

壁・柱等

・火災時も、燃え残 り部分

で構造耐力を維持できる

厚さを確保

擬 ○消火措置の円滑化のための設計

|  :甚霞雷胃菫曝三亀3質炎2責言:顧展

|

高さ 16m以下かつ3階以下

同等の安全性

を確保

熟

盪

鶴

など 麟

2)耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲の拡大 第 21条
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大規模建築物の区画に関する規制の合理化

く改正内容>

‐‐
‐||||

延べ面積が 1000扇を超える建築物について、

耐火建築物や準耐火建築物である場合等を除

き、防火上有効な構造の防火壁によって有効に

区画 し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞ

れ 1000M以内としなければならない。

黎

防火壁の例

黎

【施行日:平成30年 6月 27日 より1年以内】 第26条・第36条関係

第 1章 建築基準法令・建築関連施策の動向

■ |■
|

防火上有効な構造の防火床による区画も可能とす

る。これにより、同一階での壁の区画ではなく、

1階 RC造・2階木造といった床による区画の形

成が認められることとなるため、同じ延べ面積の

建築物であっても、ひとつのフロアを広く利用す

ることができるようになることが期待される。

延べ面積 2,000雨の例

木造のデザインを損なう

防火壁が設けられている

各フロアが 500M
ごとに壁によって分

断される。 (実質的

に 1,000扇 、4区分 )
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火地域及び準防火地域内の建築物に関する規制の合理化

【施行日 :平成 30年 6月 27日 より1年以内】 新第 61条関係、新第 67条関係

<課題 >
防火地域。準防火地域に立地する建築物や門。塀については、市街地火災を防止する観点から、

規模に応 じて、「耐火構造」「準耐火構造」とすること (建築物)や、「不燃材料」とすること (門・

塀)が義務づけられている。

図表 1-2-13 防火地域 。準防火地域内における建築物の構造規制

階数

防火地域 準防火地域

50扇以下
50扇超～

100扇以下
100扇超 500扇 以下

500バ超～

1,500M以下
1,500nli圏

4階以上
耐火構造 耐火構造

3階建

2階建 |■|1 準耐火構造

防火構造  |‐ |||||

準耐火構造

防火構造 「・平屋建

門・塀 不燃材料 (2m超の場合) 不燃材料 (木造附属・2m超の場合)

例)京都、倉敷などの占い街並みが残る者「市においては、既存の住宅を建て替える場合、景観を維持する

ために本材を使用した門・塀だけでも残そうとする場合があるが、この場合、本体建築物の建替えに

合わせて、既存不適格となっている門・塀も不燃材料とすることが必要となり、対応が困難となる。

く改正内容 >【施行日 :平成30年 6月 27日より1年以内】

防火地域 。準防火地域において、耐火構造等 とした場合 と同等に周囲への延焼 リスクを低減

することができる建築物は耐火建築物等 としな くとも良いこととする。

外殻 (外壁・開田部)の性能向上

内1熱1姦鱗質量1醸轟機:|よ|る1産轟轟1上

内の建築物についても同様の見直 しを行う。新第 67条

延焼 リスク

の低減

※特定防災街区整備地区

| ‐

すべての壁・柱等に対 し、

―律に耐火性能を要求

(防火地域・3階建の例)

貧言】38[会梅番「民:::皇[京 ::レ

総合的に評価|

漆 雛 鏃 曝 磯 ヽ

同等の安全性

を確保
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第 1章 建築基準法令・建築関連施策の動向

さらに、防火地域 。準防火地域における2111超の門・塀についても、周囲への延焼を助長し

ない構造の場合は、不燃材料としなくとも良いこととする。

|||1魏
不燃材料とすること

堀に木材を使用する事例

黎      

‐

一定の範囲で本材も利用可能とする

※防火・準防火地域では

改正前は使用不 II

く見込まれる効果>

防火地域 。準防火地域に立地する建築物について、外殻 (外壁 。開田部)の性能を向上させ

るなど、重点的な措置を行う設計を可能とすることで、建物内部での本材の利用が可能となる。

2m超の本造の円 。塀について、不燃材料とすること以外の方法で、防火上の性能を確保す

ることが¬丁台旨となる。

特定防災街区整備地区内の建築物に関する規制の合理化

【施行日 :平成30年 6月 27日 より1年以内】 新第67条関係
<改正内容>
※防火地域、準防火地域内の建築物に関する基準の見111じ と同様の見 |に しを密集法に基づ く特定防災街区整備地

区内の建築物についても行う

_  ||‐   |■ |  |||
辟 ‐‐‐‐‐‐‐  

‐‐‐‐
|‐

‐
|

特定防災街区整備地区内の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

※特定防災街区整備地区は、密集法に基づき

都市計画で定められ、防火地域又は準防火地

域において、特定防災機能 (火事又は地震時

の延焼防止上及び避難上確保 されるべき機

能)の確保の観点から、以下を定める

◎建築物の敷地面積の最低限度

○壁面の位置の制限

○建築物の間口率 (防災公共施設 【道路等】

に接する、「敷地の長さ」と「建築物の部

分の長さ」の比)の最低限度

○建築物の高さの最低限度 IOは必要に応じて】

黎  
・

 ・
特定防災街区整備地区内に建築可能な建築物として、耐火建築物又は準耐火建築物に加え、以下を追

加する。

・耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物

・準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物

京都の事例 倉敷の事例

図表 1‐ 2‐ 14 特定防災街区整備地区内の建築物の規制

高さvrl叢饉鐘疲

競鋒画糧の最鶯猥臨

鸞藩の強鑽翁魯1膝
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第 1章 建築基準法令 。建築関連施策の動向

<改正主旨>
。既存不適格建築物※の用途変更時には、現行基準に適合させるための改修工事が必要
。用途変更しない部分も含めた建築物の全体について、 ・部分の用途変更時に直ちに、現行基

準に適合させる全面的な改修が必要
。一方で、用途変更を行う時点で、一度に現行基準に適合させることは、コス ト・工期の点で

負担が大きい

。既存建築ス トックを、一時的に他の用途に利用したいというニーズが増加

※建築時以後の基準の強化により、現行基準に適合 しなくなった既存建築物

既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の

制限の緩和

<改正内容>

【施行日:平成30年 6月 27日 より1年以内】 新第87条の2関係

第 87条の 2

|  ■ ||||‐

‐
|||||||||||‐ |||||‐ |■ ■

‐
‐
|

■用途変更に伴って現行基準に適合させるための改

1修を、一度に行うことが必要 (段階的 。計画的な
‐
改修が可能であるのは、増改築等を伴う場合のみ)

● |■ ■ | |■ ■ ■ ■ ■ ‐ 

‐
■ ■ ■|■    ‐

■ |・

    ‐
・

図表 1-2-15 事務所の一部転用

※基準強化前に建設された既存の事務所

6階

5階

4階

3階

2階

1階

事務所

事務所

事務所

事務所

f1111五慮ごIT11
:1撃彙磨|“事溝変更|:

■■ |・ |■・ ■ ■ ■

増改築等を伴わない用途変更についても、

地方公共団体が 「全体計画」を認定する

ことで、段階的・計画的な改修が可能

階ごとに工事を

分けるなど、

段階的・計画的

な改修が可能に

用途変更しない部分も含めた建築

物の全体について、一部分の用途

変更時に直ちに、現行基準に適合

させる全面的な改修が必要

ヽ

、

‐

′

ノ

改

①

フ

②

に
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第 1章 建築基準法令 。建築関連施策の動向

建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合における

【施行日 :平成 30年 6月 27日 より1年以内】 新第87条の3関係制限の緩和

く改正内容>

‐  ■‐

現行の仮設建築物は、新築等が前提

→ 既存建築物の一時的な転用に対

応する規定がない

①次のいずれかに該当する応

急仮設建築物等
・国、地方公共団体、 日赤が災

害救助のために建築

・被災者が自ら使用するために

建築 (延べ面積 30溺以内)

建築確認等の手続き及び

技術基準の金てを適用除外

第 87条の 3

‐

                    |||||||

既存建築物を一時的に他用途 (住宅、学校、福祉施設、

店舗、興行場等)に転用する場合、新築等の仮設建築

物と同様に、一部の規定を緩和する制度を導入

<解説>
既存建築物の用途を変更 して一時的に他の用途の建築物として使用する場合 (例 :災害時に

既存の事務所を一時的に学校に用途変更する場合等)に ついて、仮設建築物を建築する場合 (第

85条第 1項、第 2項及び第 5項)と 同様に、法の全部又は一部の適用除外を認めることとする。

_■■ ■|・        _|‐ ‐ |■‐|  |||

3か月+2年 =盆年3か潟が存続期間の上限

②公益上必要な用途に供する

応急仮設建築物等

建築確認響総手続き及び

技術基準の一部を適用除外

③仮設興行場、博覧会建築物、

仮設店舗その他これらに類す

る仮設建築物

技術基準の一部を適用除外

1年が存続期間の上限

※建築物の施工期間中の仮設店舗

等は、特定行政庁が施二E上必要と認

める期間

いず||これら
?警築物を

|「警1警
」(暫響1増築■改響■移転)する場合に暉牢。こ9111摯 |‐ 暉

|||| |    
‐
‐ 

‐

‐
||‐

|||||||||||||||‐
||||||‐

‐
|.|‐

|| 

‐      |   |

構  ‐  
・

‐
既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合についても、新たに建

築する場合 (第 85条 )と 同様に法の全部又は一部を適用除外とする制度を創設する。
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第 1章 建築基準法令・建築関連施策の動向

長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制の合理化 (遮音性能)

【施行日 :平成 30年 6月 27日 より1年以内】 第 30条関係

<改正内容>
長屋又は共同住宅の天丼の構造を、遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するも

ので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等とする場合には、当該各戸の界壁を小屋

裏又は天丼裏に達するものとしなくてもよいこととする。

瘍 ||‐
‐

小屋裏趣 すめ ど ること   逮音性能に適合す詢 ど夢み ⇒
界壁は、小屋嚢に達
せしめる必要はない。

連音性能に適合す詢 ど ること

○求められる遮音性能|| ■・ ||

界壁等による透過損失 (125Hz:25dB、 500Hz:40dB、 2,000Hz:50dB)

仮設建築物に適用する規制の合理化

【施行日 :平成30年 9月 25日】 第85条第 5項関係

<改正内容>
建築材料の品質に関する規定を適用除外とする。

違音性能に適合す勧 ど る
「

た
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第 1章 建築基準法令 。建築関連施策の動向

特定行政庁によって、事前相談の有無や手続きの期間等は異なるものの、概ねの流れは以下

のとおりである。

今回の法改正により、これまで特例許可の実績の蓄

積があるものについて、

1)政令で対象 (日 常生活に必要な建築物)を規定

2)省令で具体の基準 (騒音や振動対策等)を規定

することにより、建築審査会の構意を不要化

1)政令で定める建築物のイメージ

・コンビニエンスストア (第一種低層住居専用

地域等)

自動車修理工場 (第一種住居地域等 )

学校給食センター (第一種中高層住居専用地

域等 )

2)国土交通省令で定める基準のイメージ

(例 )コ ンビニエンスス トアの場合

・騒音に関して、外壁は一定の透過損失性能を

有すること

・交通に関して、駐車場の大きさは一定の面積

以下とすること

。営業時間に関 して、深夜 に営業 しないこと

等

【施行日 :平成30年 6月 27日より1年以内】 第48条関係

特定行政庁によっては、手続きを円滑に行うため、

事前協議を課している。

許可事前相談

許可通畑1書
|の1交
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ワ
′

０
０
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第 1章 建築基準法令・建築関連施策の動向

防火・準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の建蔽率の緩和

【施行日 :平成30年 6月 27日 より1年以内】 第 53条第3項関係

く改正内容>

黎

防火地域内の耐火建築物は、

建蔽率を 1/10緩和

蝙

現行にカロえ、

準防大地域内の耐火建築物
′
、準耐火建築物

の建蔽率を 1/10緩和

※下記Cの延焼防 |卜性能について、同等の安全性を確保できるものを含む

前面道路側に壁面線指定を行った場合等の建蔽率の緩和
.               

【施行日 :平成30年 6月 27日より1年以内】 第 53条第5項関係

く改正内容>
建築物の建替え等の促進により市街地の安全性の向上を図るため、前面道路側に壁面線指定

を行った場合等について、特定行政庁が許可した範囲内において建蔽率を緩和

・      || ■ ‐■
‐‐  ‐ | |‐

連続した開放空間を確保し、市街地の安全性の向上を図るため、特定行政庁は前面道路の境界線か

ら後退した壁面線の指定等が可能。

輻 ‐ ‐        
・

‐‐  ‐  ・
特定行政庁が前面道路の境界線から後退 した壁面線の指定をした場合等※で、特定行政庁が安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した範囲内において、建築物の建蔽率を緩和できること

とする。

※ 一定の都市計l■lや地区計画等に関する条例において壁面の位置の制限が定められた場合も同様に措置

【建替え前】

道路幅員が狭いことで、火災時の避難

や消火活動に支障がある。

【建替え後】

道路と一体となった空間を確保することで、

火災時の避難や消火活動も容易になる。

耐火建築物※ 準耐火建築物※

防火地域 □ L現行の対象

対象の拡大準防火地域

狂]対象 (地域及び建築物)の拡大後

の建蔽率 1/10緩和の範囲
2階建の戸建住宅等は防火構造で建築可能より飾耐火1室能

の高い準耐火建築物等とした場合、建蔽率を 1/10緩和
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令136条の2  

階数 防火地域 準防火地域

100㎡以下 100㎡超 500㎡以下 500㎡超1500㎡以下 1500㎡超

4階以上 耐火建築物 耐火建築物

 or延焼防止建築物  or延焼防止建築物

3階建 準耐火建築物

 or準延焼防止建築物

2階建 準耐火建築物 防火構造建築物

 or準延焼防止建築物  or防火構造相当

1階建

赤：一号 青：二号 黄：三・四号

「耐火建築物・準耐火建築物」以外の呼称は通称

二号：準防火地域・3階建・500㎡以下 → 旧・政令

令112条11項～竪穴区画

３階の居室の用途 主要構造部 床面積 区画する壁・床の仕様 区画する開口部

住宅・住戸部分 準耐火構造以上 200㎡未満 適用除外 適用除外

(11項ただし書) その他 適用除外 適用除外 適用除外

病院・診療所(収容  問わず 200㎡未満 間仕切壁 sp＋10分防火設備

児童福祉施設(寝室 準耐火構造以上 200㎡以上 準耐火構造 20分防火設備

12項

↑以外の別表(2)項  問わず 200㎡未満 間仕切壁 戸(襖障子以外)

共同住宅・ホテル 準耐火構造以上 200㎡以上 準耐火構造 20分防火設備

13項

それ以外全て 準耐火構造以上  問わず 準耐火構造 20分防火設備

11項

準耐火構造以上（耐火構造・準耐火構造とした場合）

間仕切壁 仕様の指定なし

開口部に遮煙性能

■3階建ての木造住宅を診療所や宿泊施設に用途変更するようなケースを想定

令128条の6 避難安全検証法（区画避難安全検証法を追加，煙高さ判定法を追加）




